
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

     

ひとりぼっち ゼロ PROJECT  

  優生思想・差別を許さない社会を求めて、審理は最高裁へ！ 

強制不妊訴訟 ～大阪、東京高裁で逆転勝訴も、国は上告～ 

 

連絡先：きこえない人のひとりぼっちをなくそう PROJECT 事務局（神戸ろうあ協会内） 

TEL：078-371-3071  FAX：078-371-3052   

E-mail：hitoribotch_0
ゼロ

＠yahoo.co.jp   

https ://www.normanet.ne.jp/~hitori-0/  

つながりの 

場です！ 

◆3/21 に第 3 回神戸市における 
聴覚障害者の福祉拡充のための 
勉強会開催   主催：神戸ろうあ協会 
災害時発生時に、避難所生活に、復興支援に手

話通訳者や援助者はどのように動くのか。核と

なって指示するのは誰なのか。行政とろうあ協

会が一体となって支援にあたれるよう、今から

しくみづくりが必要だと意見が出された。また、

障害者権利条約や障害者総合支援法、手話言語

条例等の理念や目的を押さえた取り組みにして

いこうと、視点を広げた討議となった。 
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◆大阪高裁の判決を受け、岸田総理は「政府として真摯に反省し心から深くおわび申し上げる」「二

度と繰り返さないよう最大限の努力を尽くす」と述べたが、国は大阪高裁、東京高裁での判決を不

服として、それぞれ最高裁へ上告をした。原告のみなさんは高齢となり、訴訟中に 4 人の方が亡く

なられている。被害者への救済が急がれる状況である。 
 

被害者への救済を求めて、 差別のない社会の実現を求めて 
最高裁での勝利判決を‼ 

◆DVD 発売中！ 

「1億円達成イベント みんな集まろう！」 

   字幕・手話・資料付  頒価 1,000円 
 
購入ご希望の方は事務局まで 

ご連絡下さい。 

購入くださった DVD に資料が 

入っていなかったり、DVD に 

不具合がありましたら、交換しま 

すので、同じく事務局までお願いします。 

 

 

 

◆旧優生保護法下での強制不妊手術被害者による国家賠償請求訴訟の東京高裁の判決は「旧法は差

別的思想に基づくもので、極めて非人道的で憲法違反である」とし、国に 1,500 万円の賠償を命じ

た。争点となった 20 年の除斥期間については、2019 年の被害救済のための一時金支給法施行から

5 年間は賠償請求ができるとした。控訴審での勝利判決は大阪に続き東京高裁が 2 件目。兵庫の控

訴審への期待が強まる。 

◆ふくろうの杜生きがいデイサービス 

ふくろうの杜生きがいデイサービスは月、水、

木、金と 4 か所でやっていますが、木曜日のふ

くろうの杜は難聴の方々が来られています。登録

者は現在 14 名です。難聴者協会のお友達を紹介

してくださったり、最近はご近所の方がチラシを

見てこられたりと、少しずつ登録者が増えていま

す。デイサービスでは皆さんに筆談用に全員にホ

ワイトボードを準備しています。またスタッフや

介護予防講座の講師の話しは音声文字変換ソフ

トを使ってスクリーンに投影して情報保障をし

ています。コロナ禍の中、難聴者の皆さんの交流

の場、居場所になってほしいと思っています。 

つながりの 
 場です！ 

難聴生きがいデイ
サービスでは文字
で情報提供。 

発行：きこえない人のひとりぼっちをなくそうPROJECT  


